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平成２６年度

第６回大分県教育委員会

【議 事】

（１）議 案

第１号議案 「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱

いについて

第２号議案 大分県立図書館利用規則の一部改正について

第３号議案 大分県立図書館協議会委員の任命について

第４号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２６年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②教育委員会制度改正法の成立について

③平成２６年度夏の節電対策について

④平成２７年度教職員研修の概要及び教育センターの大規模改修につ

いて

⑤大分県人権教育推進計画の改訂について

（３）その他
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【内 容】

１ 出席者

委 員 委員長 松 田 順 子

委員長職務代理者 林 浩 昭

委員 麻 生 益 直

委員 岩 崎 哲 朗

委員 首 藤 照 美

教育長 野 中 信 孝

事務局 理事兼教育次長 河 野 盛 次

教育次長 落 合 弘

教育次長 大 城 久 武

教育改革・企画課長 佐 野 壽 則

教育人事課長 藤 本 哲 弘

教育財務課長 岡 田 雄

福利課長 大 石 尚 志

義務教育課長 後 藤 榮 一

生徒指導推進室長 江 藤 義

特別支援教育課指導主事兼主幹（総括） 吉 野 亨

高校教育課長 髙 畑 一 郎

社会教育課長 曽根﨑 靖

人権・同和教育課長 甲 斐 順 治

文化課文化財班参事（総括） 野 尻 明 敬

体育保健課長 蓑 田 智 通

教育センター所長 梶 原 敏 明

教育改革・企画課主幹 勝 尾 裕 美

教育改革・企画課主査 石 丸 一 輝

２ 傍聴人 １９ 名
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開会・点呼

（松田委員長）

それでは、委員の出席確認をいたします。

本日は、全委員が出席です。

ただいまから平成２６年度 第６回教育委員会会議を開きます。

署名委員指名

（松田委員長）

本日の会議録の署名委員でございますが、首藤委員にお願いしたいと

思います。

会期の決定

（松田委員長）

本日の教育委員会会議はお手元の次第のとおりであります。

会議の終了は１４時５０分を予定しています。

よろしくお願いします。

（松田委員長）

議事に入る前に、私から一言申し上げます。

６月１４日で、教員採用試験等に係る贈収賄事件から６年が経過しま

した。

私たち、教育委員会は、この事件の重大さを真摯に受け止め、二度と

このような事件を起こさないよう、教育改革を実施し、権限と責任が明

確で透明性の高い教育行政システムの確立に全力を挙げてまいりまし

た。

また、県民からの期待に応えるため、学力・体力向上の取組や、学校

の組織力を活用して持続的・発展的な取組が行われるよう「芯の通った

学校組織」の構築などを進めています。

このような中、平成２５年度において、全国学力・学習状況調査では、

大分県の児童生徒の学力は、小学校が全国で２４位、中学校が３６位で
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あり、小学校は過去最高順位でした。また、全国体力・運動能力等調査

では、小中学校男女とも過去最高の順位を記録し、特に小学校男子は九

州トップとなりました。各学校におけるこれまでの取組の成果が確実に

表れつつあります。

この状況に止まることなく、大分県教育委員会においては、県民の教

育への信頼を失墜させたこの事件の重大さを今一度真摯に受け止め、将

来にわたって決して風化させないよう、引き続き、しつこく果敢に改革

を進めていきます。

平成２６年６月１７日、大分県教育委員会

議 事

（松田委員長）

はじめに、会議は原則として公開することとなっておりますが、会議

を公開しないことについてお諮りします。

第３号議案及び第４号議案は人事に関する案件ですので、地方教育行

政の組織及び運営に関する法律第１３条第６項ただし書の規定により、

これらを公開しないことについて、委員の皆さんにお諮りいたします。

公開しないことに賛成の委員は挙手をお願いします。

（採 決）

それでは、第３号議案及び第４号議案は、非公開といたします。

本日の議事進行は、はじめに公開による議事を行い、次に非公開によ

る議事を行いますので、よろしくお願いします。

【議 案】

第１号議案 「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いにつ

いて

（松田委員長）

それでは、第１号議案「「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結

果公表の取扱いについて」提案を求めます。
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（野中教育長）

平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果公表の取扱いについて、

ご審議をお願いします。資料の１ページをお開きください。

平成２６年度全国学力・学習状況調査の結果公表の取扱いにつきまし

ては、前回、６月３日の第５回教育委員会においてご協議いただきまし

た。

本日は、第１号議案として、平成２６年度全国学力・学習状況調査に

おける結果公表の取扱いを、別紙（案）のとおり定めることについて、

承認を求めるものです。

提案理由でございます。

平成２６年度全国学力・学習状況調査に関する実施要領におきまし

て、都道府県教育委員会は市町村教育委員会の同意を得た場合には、市

町村及びその設置管理する学校に係る調査の結果を公表することが可能

とされました。そのことに伴い、県民への一層の説明責任を果たすと

ともに、調査結果を活用し、学力向上の取組の検証・改善を進めるた

め、市町村教育委員会の同意を得た上で、調査の結果を公表できるよう

にしたいので、提案をするものです。

調査結果公表の取扱いの詳細につきましては、この後、改めて担当課

長からご説明をいたします。

ご審議のほどよろしくお願いいたします。

（後藤義務教育課長）

「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて、

ご説明いたします。

６月３日に行われました第５回教育委員会会議において、「平成２６

年度全国学力・学習状況調査結果公表の取扱いについて」ご協議いただ

きました。協議では、極小規模校の公表の取扱いに関することについて

と、学校の好事例を紹介する際のホームページのフォーマットについて、

ご意見をいただきました。本日は、追加しました資料などをもとにして、

最終的なものを議案とさせていただきます。

第１号議案の２ページをご覧ください。

まず、県教育委員会が学力調査の結果を公表する意義につきましては、

（１）成果を上げている学校の取組を参考に、自校の取組の検証・改

善を進めること

（２）家庭や地域に対する説明責任を果たすこと

（３）学校と家庭・地域が一体となった学力向上の取組を促進するこ

と

にあります。とりわけ、県教育委員会としましては、県内全ての小・

中学校の学力の水準を向上させるために、優れた学校の取組を公表する
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ことによって、各学校が、自校の取組の検証・改善を進めることができ

るような環境を整えることが大事であると考えています。

次に、学力調査結果公表の基本方針につきましては、「大分県全体の

結果及び分析結果・改善方策とともに、市町村教育委員会の同意を得て、

市町村ごとの結果や成果を上げている学校の結果・取組を公表する」こ

ととしたいと考えます。

学力調査結果公表の方法につきましては、県教育委員会のホームペー

ジ上で行います。

学力調査結果の公表内容につきまして、まず、県全体の結果の取扱い

につきましては、

①教科ごとの平均正答率

②全ての教科で全国平均正答率を超えた学校数

③学力調査結果の分析結果及び改善方策

④学習状況調査（質問紙調査）の結果及び分析結果

とします。次に、公表に同意した市町村につきましては、

①市町村別平均正答率一覧

②各教科の分析結果及び改善方策

③質問紙調査結果

④市町村学力向上アクションプランの概要

といたします。最後に、学校の調査結果の取扱いにつきましては、市

町村・学校が公表に同意した学校の学校名及び取組の好事例を公表いた

します。具体的には、

①基準を満たした学校名の学校規模別一覧

②基準を満たした学校の学力向上プラン

③基準を満たした学校の効果ある取組事例

です。なお、公表基準は、「平成２５年度、２６年度の両年において、

全ての教科（国語Ａ、国語Ｂ、算数（数学）Ａ、算数（数学）Ｂ）で全

国の平均正答率を上回った学校」とします。つまり、異なった学年の児

童生徒で、２年連続して全国平均を突破した学校が公表対象校となりま

す。

極小規模校の取扱いにつきましては、従来の県調査の扱いと同様に個

人情報保護の観点から、学校名は公表いたしませんが、市町村・学校が

希望すれば、公表に応じるものといたします。この点につきましては、

６ページの上段にスライドを追加し、説明しておりますので、ご確認く

ださい。

最後に、県教育委員会のホームページ上での学校の好事例の紹介につ

きましては、対象校にフォーマットを示すとともに、県教育委員会が望

む好事例の発信に繋がるよう、対象校と十分に協議を重ねホームページ

の充実を図ります。

それでは、全国学力・学習状況調査結果の公表について、ご審議方、
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よろしくお願いいたします。

（松田委員長）

ただいまの説明のありました議案について、審議を行います。質疑・

意見等のある方はお願いします。

（林職務代理者）

よくまとまっていると思います。前にも議論し、聞いたことですが、

極小規模校の割合、それに含まれる生徒の割合というのは、どの程度で

すか。

（後藤義務教育課長）

極小規模校の割合は、全体の１割くらいです。子どもたちについては、

極々少数です。５人未満の学校を対象としますので、子どもの数としま

しては、少のうございます。極小規模校が多い本県では、そのような学

校で頑張っている取組というものを県全体で共有することが大変必要だ

と考えています。ぜひ市町村の同意、希望に沿うような形で公表したい

と考えています。

（林職務代理者）

極小規模校につきましても、市町村の同意を得た形でよい取組を明ら

かにしていきたいということですね。

（後藤義務教育課長）

はい、そのとおりです。

（松田委員長）

他にありませんか。

（麻生委員）

同意のことですが、「市町村・学校が同意をすれば」とあります。そ

れは個別ですか、それとも市町村単位ですか。県教育委員会とのキャッ

チボールはどのような形で行われるのですか。

（後藤義務教育課長）

本日、この方針が決定されましたら、早速、市町村教育委員会に対し

て、まず、市町村の結果の公表につきまして同意いただけますかという

調査をいたします。併せて、管内で公表基準を満たした学校の公表につ

いて、学校名や好事例を公表することに同意いただけますかという意向

調査をいたします。約２週間意向調査をいたしまして、確認する予定で
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す。

（麻生委員）

学校名の公表となると、結局は、学校の意思ということになると理解

してよろしいのでしょうか。

（後藤義務教育課長）

こちらがデータを持っておりますので、こういう学校が管内の公表対

象校になりますというリストをお示しして、この学校を公表することに

ついて、いかがでしょうかということに最終的にはなってきます。

まず最初に意向調査するのは、公表の同意について、イエスかノーか

なのですけれども、最終的に、公表対象校がある、ないということが分

かった段階で、改めて学校名の公表について、再度確認をします。県教

育委員会の公表につきましては、市町村教育委員会に対して「同意する、

しない」の確認をしますが、その際、実施要領の中にも「学校と十分相

談して」という文言がありますように、校長の意思ということも市町村

の重要な判断材料になってくると思います。

（松田委員長）

ＰＴＡの代表などの意見も校長先生が聞くということはありますか。

（後藤義務教育課長）

どのように学校内の意思の決定をするのかということにつきまして

は、最終的には校長に任せられます。

（松田委員長）

ほかに意見はございませんか。

（松田委員長）

それでは、ただいま、提案のありました第１号議案の承認について、

お諮りいたします。第１号議案について、承認される委員は挙手をお願

いします。

（採 決）

（松田委員長）

第１号議案については、提案どおり承認します。

第２号議案 大分県立図書館利用規則の一部改正について
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（松田委員長）

それでは、第２号議案「大分県立図書館利用規則の一部改正について」

提案を求めます。

（野中教育長）

第２号議案「大分県立図書館利用規則の一部改正について」ご提案申

し上げます。

今回ご提案申し上げるのは、県立図書館資料の利用期間延長に係る、

大分県立図書館利用規則第１５条（利用冊数及び期間）及び第１７条（特

別貸出し）の一部改正についてであります。

詳細は担当課長からご説明いたしますので、ご審議のほど、よろしく

お願いいたします。

（曽根﨑社会教育課長）

大分県立図書館利用規則では、第１５条において資料の利用期間を

１５日以内としています。今回は１ページの議案の提案理由にあります

とおり、利用者満足度調査や図書館内意見箱など、利用者から寄せられ

た要望を踏まえ、利用者の利便性の向上を図るため、利用冊数及び期間

を定めた第１５条及び特別貸出しを定めた第１７条の一部を改正するも

のであります。

資料２ページ「大分県立図書館利用規則新旧対照表」をお開きくださ

い。現状では、第１５条において利用者が同時に利用できる資料は１０

冊以内とし、利用期間は、借り受けた日（貸出日）から起算して１５日

以内となっています。ただし、返却を市町村立図書館を経由して行う遠

隔地等の利用者は、１５日の利用期間から配送期間を除いた日数が実際

に利用できる期間となります。

今回の改正は、資料の利用期間内に延長を申し出れば、申し出のあっ

た日から起算して１５日を限度として、１回に限り、利用期間の延長を

認める内容となっています。延長の手続きは、口頭、電話、県立図書館

ホームページ、館内利用者用端末から行うことができ、予約のある本及

び特別貸出の本は延長できないこととしています。

利用規則第１７条の第３項の改正は、特別貸出しについては延長をし

ないことを示しています。

延長利用の対象は、個人貸出し利用者に限定しています。

資料３ページ「利用期間の延長について」をご覧ください。６月３日

の教育委員会会議の際には、ホームページからの予約による配送貸出の

例もこちらの資料でお示ししていましたが、ホームページからの予約に

よる貸出は、今回の１５条の規則改正ではなく、県立図書館長が別に定

める規定の改正による部分で実施するため削除しております。１５条の
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規則改正に伴って、規定の改正を行い、ホームページからの予約による

貸出でも同じく１５日間の延長を実施します。

現状①のパターン図をご覧ください。現状では、県立図書館へ来館し

ての返却と最寄の市町村立図書館を経由して返却する場合があります。

県立図書館へ来館しての貸出・返却の場合は最大１５日間の利用が可能

ですが、②のパターン図のように市町村立図書館経由の返却の場合は、

配送期間が３日から７日必要となるため、実際の利用期間は８日から

１２日となってしまいます。

変更後□1 ～□2 のパターン図をご覧ください。いずれの場合も利用期間

の延長をすることで、実際の利用期間が２２日から２９日と拡大される

こととなります。

規則改正後の施行期日につきましては、６月３日の教育委員会会議の

際は７月１日としていましたが、十分な周知期間の確保を図るため、平

成２６年８月１日とさせていただきたいと思います。県報登載に加え、

県立図書館ホームページやチラシ・広報誌等を活用して、周知していく

予定です。

ご審議の程をよろしくお願いします。

（松田委員長）

ただいまの説明のありました議案について、審議を行います。質疑・

意見等のある方はお願いします。

（松田委員長）

ないようですので、ただいま、提案のありました第２号議案の承認に

ついて、お諮りいたします。第２号議案について、承認される委員は挙

手をお願いします。

（採 決）

（松田委員長）

第２号議案については、提案どおり承認します。

【報 告】

①平成２６年第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

（松田委員長）

それでは、第１号報告「平成２６年第２回定例県議会議案に対する教
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育委員会の意見について」報告をしてください。

（野中教育長）

報告第１号についてご説明します。資料の３ページをお開きください。

平成２６年第２回定例県議会に上程された議案のうち、教育委員会関

係分として、中ほどの議案名にある「大分県立学校職員及び大分県市町

村立学校県費負担教職員定数条例の一部改正について」及び「平成２５

年度大分県一般会計補正予算（第６号）関係部分」につきまして、地方

教育行政の組織及び運営に関する法律第２９条の規定により、知事から

教育委員会の意見を求められました。

本来なら知事への回答にあたり、教育委員会で議決していただくとこ

ろですが、日程の都合上、協議できませんでしたので、「大分県教育委

員会の権限に属する事務の一部を教育長に委任し又は臨時に代理させる

規則」第３条第１項に基づき教育長が臨時代理として処分しました。

資料２ページのとおり異議のない旨回答しましたので、同条第２項に

基づき、本委員会に報告いたします。

各議案の内容等につきましては、担当課長が説明いたしますので、よ

ろしくお願いします。

（藤本教育人事課長）

資料５ページの第８３号議案「大分県立学校職員及び大分県市町村立

学校県費負担教職員定数条例の一部改正」につきまして、ご説明いたし

ます。詳細は、１４ページの新旧対照表をご覧ください。

平成２６年５月１日付けで行った学校基本調査の結果、児童・生徒数

が変わったこと等に伴い、県立学校職員及び市町村立学校県費負担教職

員の定数が変動したので改正を行うものでございます。

県立学校職員については下段の３，７１５人から上段の３,６５１人

に、市町村立学校県費負担教職員については、下段の７，４５０人から、

上段の７,４０２人にそれぞれ変更するものでございます。

続きまして、６ページにお戻りいただきまして、「平成２５年度大分

県一般会計補正予算（第６号）」について、教育委員会所管分をご説明

いたします。資料の１２～１３ページに記載しております。

第１０款「教育費」の補正は、平成２５年度の教職員等教育関係職員

の退職手当が確定したことによるものです。詳細につきましては、１６

ページに記載しておりますので、ご覧ください。この表は、平成２５年

度の退職手当の状況をまとめたものです。今回確定した退職者数の内訳

は、右から２番目の列の「所要額（Ｂ）」欄の「人数」の一番下「合計」

の欄にありますとおり、定年退職２２５人、勧奨退職１５２人、自己都

合による退職３３人のあわせて４１０人となっています。これは、３月

補正時の見込みを４人下回ることとなります。



- 12 -

これにより、今回の補正額は、一番右側の列の「補正額（Ｂ）－（Ａ）」

の「合計」欄にありますとおり、３億７，３１１万３千円の減額となり

ます。

以上でございます。

（松田委員長）

ただいま説明のありました報告について、質疑・意見等のある方はお

願いします。

（松田委員長）

ないようですので、次に移ります。

②教育委員会制度改正法の成立について

（松田委員長）

それでは、第２号報告「教育委員会制度改正法の成立について」報告

をしてください。

（佐野教育改革・企画課長）

教育委員会制度改正法の成立についてご報告申し上げます。

資料をご覧ください。先週６月１３日に地方教育行政の組織及び運営

に関する法律の一部を改正する法律が国会で議決をしております。

この法律の趣旨でございますが、教育の政治的中立性、継続性・安定

性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速な危機管理

体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関

与の見直しを図るため、地方教育行政制度の改革を行うといったもので

ございます。

このために、教育行政の責任の明確化として、教育委員長と教育長を

一本化した新たな責任者を置く、総合教育会議の設置、大綱の策定、国

の地方公共団体への関与の見直しが書かれております。

本法律の概要につきましては、４月４日に法案が閣議決定された際に、

ご報告をさせて頂いております。その際の内容が成立しております。施

行期日につきましては、平成２７年４月１日となっております。

以上であります。

（松田委員長）

何かご質問・ご意見等はございませんか。

（岩崎委員）

１ページの一番下に書いていますように、政治的中立性、継続性・安
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定性を確保するために、教育委員会は引き続き執行機関として、職務権

限は従来どおりということが決められております。我々としては、教育

委員会を構成する教育委員として、執行機関としての自覚を持って、従

来どおりやればよいと思います。

その点をきちんとやって行くということを確認する必要があるのかな

と思っておりまして、知事の（定例記者会見での）見解も、これまで首

長と我々教育委員会との関係について、上手くいっていたというコメン

トを頂いておりますので、私たちとしては、今回制度が変わったこと自

体は従前の取扱と大きく変わることはないという認識でよいのではない

かと思っております。

（麻生委員）

総合教育会議を設置する訳ですが、この（教育委員会）会議がそれに

変わるのではなく、その上にできるということですか。

（佐野教育改革・企画課長）

総合教育会議というものは、首長の元に設けられるもので、教育委員

会会議とは性質を異にしますし、中身も異なります。中身は首長という

執行機関と教育委員会という執行機関が互いに意見交換等を行っていく

といった場でありますので、上、下という関係ではありません。

（麻生委員）

そういう意味で、我々は年に１回知事と話し合いを行っています。（そ

の）回数が多くなり、より親密になるということで、多いに賛成です。

（松田委員長）

最後に、わたくしの教育委員長としての考えを申し上げたいと思いま

す。

今回の改正法は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、

教育行政における責任の明確化や、教育委員会と首長との連携の強化な

どを図ったものと認識しています。

現行の教育委員会制度では、教育委員長と教育長のどちらが責任者か

わかりにくいといった課題があり、教育委員長と教育長を一本化した新

たな責任者（新教育長）を置くことになったと理解しています。このこ

とにより、県民から見て教育委員会内の責任体制が分かりやすくなるこ

とは、良いことだと考えています。

これまでも、教育委員会は、所管の事務を責任を持って担うことによ

り、教育の質の向上を図ってまいりました。また、知事には県政全般を

統括する立場から、県民の意見が教育行政にしっかり反映されるように、

予算等を通じて教育行政を支援していただいております。
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特に、平成２０年の教員採用試験等に係る贈収賄事件以降、知事と教

育委員会が同じ思いで改革を進めるなど、その意味では、大分県は今回

の改正法のさきがけといえるのではないかと考えています。

今後とも、新しく設置される「総合教育会議」などを通じた、一層の

知事との連携のもと、教育行政に携わる関係者が、それぞれの役割と責

任をしっかり果たすことにより、教育の充実を図っていくことが大切だ

と考えています。

③平成２６年度夏の節電対策について

（松田委員長）

それでは、第３号報告「平成２６年度夏の節電対策について」報告を

してください。

（佐野教育改革・企画課長）

平成２６年夏の節電対策についてでございます。昨年とほぼ同じ内容

となっております。

取組期間は７月１日～９月３０日です。

具体的な取組といたしましては、

○空調

・運転期間…７時間１５分

９：００～１２：００、１２：４５～１７：００にする。

・扇風機の使用、うちわの活用を図っていく。

○照明

・廊下などの共通部分の消灯を図っていく。

○エレベータ

・常時１基を停止する。

○その他

・「めじろんシャツ」「車いすマラソンのロゴ入りシャツ」「おんせん

県おおいたポロシャツ」「めじろん＆おんせん県おおいたポロシャ

ツ」など、施策に関連した簡易な服装での勤務を図っていく。

地方庁舎についても同様の取組となっています。

以上でございます。

（松田委員長）

ただいま説明のありました報告について、質疑・意見等のある方はお

願いします。

（松田委員長）

ないようですので、次に移ります。
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④平成２７年度教職員研修の概要及び教育センターの大規模改修について

（松田委員長）

それでは、第４号報告「平成２７年度教職員研修の概要及び教育セン

ターの大規模改修について」報告をしてください。

（梶原教育センター所長）

説明資料の１ページをお開きください。教育センター機能強化事業の

進捗状況についてご報告いたします。

１の施設の状況にありますとおり、本センターは、昭和４５年７月に

開所しました。建物は、本館、宿泊棟、情報教育棟及び同別館から構成

されています。最も古い本館及び宿泊棟は、築４４年が経過するところ

です。

今回、２の事業目的にありますとおり、学力向上等教育課題に対応す

るため、教育センターを、改めて「教育課題解決を担う人材育成の中核

施設」として位置づけ、研修体系を見直すとともに、効果的な研修が行

えるよう老朽化した施設を改修し、研修室等の整備を行うものです。

３の研修体系の見直しと環境整備についてですが、説明資料の２ペー

ジをお開きください。平成２０年以降、教員採用試験の徹底した見直し

など「再発防止策」の実施や、職員団体との関係の更なる適正化などの

「教育改革の徹底と深化」が図られてきました。

教育センターにおいても、平成２０年度以降、人材育成方針に掲げら

れた大分県が求める教師像に沿った教員を育成するため、研修体系の見

直しを図ってきました。

見直しのポイントは、まず、①「学力向上等学校目標の達成に向けた

取組の推進」を図るため、教育センターが実施するすべての研修にマネ

ジメントの要素を導入しました。次に、大量退職・大量採用による若年

期にある教職員の育成を早期に図る必要があることから、「初任者研修

の見直し」、「採用前研修の新設」、「臨時講師研修の充実」など②「教職

員研修の充実」を図ってまいりました。その他、英語、理科研修の充実、

いじめ不登校等にきめ細かく対応可能な相談体制の充実など③「多様化

する教育課題への対応」も行ってまいりました。

更に、来年度は、地域開催（出前）研修の充実、伝承研修の導入、特

別支援教育研修の充実、教育実践者の活用など、更なる研修体系の見直

しに努めてまいります。

次に大規模改修について説明します。１ページにお戻りください。

（１）研修室の整備として、ワークショップ形式、グループ討議、ロー

ルプレイングを取り入れた多様な研修に対応できるように、４０～９０

人収容の中規模研修室を充実します。次に（２）実験・実習室の整備と
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して、実験・観察に基づく科学的思考力の育成を指導するため、統合し

た実験・実習室を充実します。最後に（３）教育相談室の整備として、

喫緊の教育課題であります特別支援、いじめ及び不登校の教育相談等、

に柔軟に対応できる施設整備を充実するものです。

次に３ページ４の整備内容ですが、研修室等の整備のために、本館及

び情報教育棟を効率的に改修し、新たな研修体系に即した環境を整備し

ます。

次に、５の予算概要ですが、平成２５年度の実績と平成２６年度の当

初予算で合計１２億１千６３７万８千円を計上しています。

次に、６の工事スケジュールですが、本館は現在改修工事に入ってお

り、１２月の使用開始を予定しています。情報教育棟の改修工事は既に

終了し、研修に使用しています。なお、近年の宿泊研修は、青少年の家

等を活用して実施していることから、老朽化した宿泊棟は、１２月から

解体し、駐車場への整備を予定しています。

次の、４ページが改修前、次の５ページにありますのが改修後の各階

平面図となります。次の、６ページにありますのが、完成予想図です。

手前が本館、奥が情報教育棟になります。また、建物の配置は下段の図

のとおりです。

以上が、教育センター大規模改修の概要です。隣接する大分県自治人

材育成センターとも連携し、大分県全体の教職員の資質向上に取り組ん

でまいります。

以上でございます。

（松田委員長）

ただいま説明のありました報告について、質疑・意見等のある方はお

願いします。

（林職務代理者）

建物が改修工事により立派になることは理解できました。施設の改修

に伴って研修の内容、例えば、理科教育について何か新しい取り組みを

考えているようなことがありますか。

（梶原教育センター所長）

小学校の教員の多くは、理科の実験が苦手という実態があります。こ

のような実態を踏まえ、学校からの要請に基づき、「出前授業」という

研修を実施しております。文字どおり、理科実験の道具を抱え、要請先

の学校を訪問し、実践的な理科実験に関する研修を実施しているところ

です。

これまで、教育センターは「理科研究所」という意味合いが強く、物

理、化学、生物、地学の科目別に専門的かつ高度な実験にも対応可能な
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研修室を持っていました。しかし、今後は、研究ではなく研修に重点を

置くべきだということで、各教科横断的・総合的に理科という教科を学

ぶことができ、教員に実践的な力を身に付けさせることを目的として「総

合実験室」を新設することとしました。

（松田委員長）

理科を専門とする指導主事の人数は多くはないはずです。このような

現状では、出前と言っても、十分な効果は得られないのではないですか。

（梶原教育センター所長）

理科の出前研修は、昨年度から実施しておりますが、研修の効果を拡

げていきたいということから、出来るだけ市町村単位で理科担当の教員

に集まってもらうよう、市町村教育委員会にお願いしているところです。

加えて、本年度から、初任者研修において理科実験についての研修を導

入したところであります。

（松田委員長）

理科実験の研修は、ビデオ鑑賞ではなく、実際に体験しながら新たな

発見や驚きとともに学んでいく研修が大事であると思います。

（梶原教育センター所長）

私どもも、特に理科実験については、実践型の研修が重要であると認

識しております。

（松田委員長）

私が、教育センターを訪れた際に感じたことは、一流の教員を育成す

る場でありながら、玄関先では誰も出て来ないし、挨拶すら無いという

状況であり、全体として暗い雰囲気でした。そういう方々がここに勤め

てていいのかなと正直思いました。教員を指導するセンター職員自らが、

高い人間性を備えていただきたいと思いました。

（梶原教育センター所長）

私自身、自ら襟を正すとともに、今後、全職員の意識改革を図ってま

いりたいと思います。

（松田委員長）

指導主事は教員の指導的立場にいるからか、上から目線のような雰囲

気を感じますので、是非、ご指導をお願いしたいと思います。

⑤大分県人権教育推進計画の改訂について
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（松田委員長）

それでは、第５号報告「大分県人権教育推進計画の改訂について」報

告をしてください。

（甲斐人権・同和教育課長）

それでは、「大分県人権教育推進計画改訂について」資料をご覧くだ

さい。

「大分県人権教育推進計画改訂」の理由について説明します。平成１

７年度に「大分県人権教育推進計画」が策定され、９年が経過しました。

昨年度、生活環境部人権･同和対策課が「人権に関する県民意識調査」

を行い、本年度「大分県人権尊重施策基本方針」の改訂を行う予定とな

っております。また、平成２０年３月に文部科学省が公表した「人権教

育の指導方法等の在り方〔第三次とりまとめ〕」の内容や社会状況の変

化に伴う個別人権課題への新たな対応の記載も必要となっていることか

ら、今年度、人権教育推進計画の改訂を行うものです。

改訂に当たっては、改訂検討委員会の設置を予定しております。いじ

め・デートＤＶ・インターネットを介しての人権侵害、大分県人権尊重

施策基本方針の改訂など、人権を取り巻く状況が変化する中で、本県に

おける人権教育の現状と課題を踏まえ、新しい時代に対応した人権教育

推進計画の検討を委員会設置の目的としております。検討委員会の組織

につきましては、資料２枚目に記載されているとおり、人権･同和教育

に関する専門的な知識を有する市町村教育長、学識経験者、小・中学校

・高等学校・特別支援学校の各学校関係者、教育研究団体関係者、社会

教育関係者、人権擁護推進関係者の方々にお願いしたいと考えています。

検討委員会の第１回会議は７月上旬に計画しており、検討委員会の目

的、大分県の人権教育の現状と課題等を共通理解した後、現状分析や今

後の方向性を検討していただきます。それをもとに、事務局が素案を作

成します。９月上旬の第２回会議では、作成した素案について検討し、

素案を決定します。１１月にはパブリックコメントを実施し、加筆･修

正を行い、１月の第３回検討委員会で大分県人権教育推進計画改訂案を

検討委員会で決定します。

なお、最終的には２月の教育委員会に改訂案を提出し、議決をいただ

けるよう取り組んでまいります。

予想される改訂点につきましては、改訂の理由に対応した４点をあげ

ております。

１つ目は、人権教育の現状についてです。「いじめ」「体罰」「デート

ＤＶ」「インターネットの書き込み」等の追加と学校教育における「体

験的な学習サイクル」の強調が考えられます。２つ目は、平成２５年度

県民意識調査の結果や「大分県人権尊重施策基本方針」の改訂に伴う変
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更です。３つ目は、人権教育の指導方法等の在り方〔第三次とりまとめ〕

（文部科学省）の内容と活用についての加筆です。４つ目は、個別的課

題への新たな対応（デートＤＶ・インターネット等）です。

以上で報告を終わります。

（松田委員長）

ただいま説明のありました報告について、質疑・意見等のある方はお

願いします。

（首藤委員）

人権教育の指導方法等在り方〔第三次とりまとめ〕について、今年度

の改訂で（人権教育推進計画に）加筆されるということですが、それ（第

三次とりまとめ）が出て６～７年経ちますが、付け加えないといけない

くらい学校で徹底されていないのでしょうか。

（甲斐人権･同和教育課長）

人権教育の指導方法等在り方〔第三次とりまとめ〕では、体験的参加

型学習において、体験的な学習サイクルで人権教育を行うと効果的と書

かれています。その部分をきちんと（人権教育推進計画に）定義し、体

験的な学習サイクルを強調していきます。

（首藤委員）

人権教育の指導方法等在り方〔第三次とりまとめ〕が出たときに学校

に配布され、徹底するための研修を行うようになっていたはずですが、

まだ学校で徹底されていないということで、今回（人権教育推進計画に）

加筆されるのですか。

（甲斐人権･同和教育課長）

各学校へのアンケート調査によると、体験的参加型学習の授業を行っ

た児童生徒は、９２％で１００％に達していないことから、加筆する必

要があると考えています。

（松田委員長）

それでは、先に非公開と決定しました議事を行いますが、その前に、

公開でその他、何かございませんか。

（松田委員長）

ないようですので、先に非公開と決定しました案件の議事を行います。

関係課室長のみ在室とし、その他の課室長及び傍聴人は退出してくださ

い。
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（関係課以外及び傍聴人退出）

【議 案】

第３号議案 大分県立図書館協議会委員の任命について

（松田委員長）

それでは、第３号議案「大分県立図書館協議会委員の任命について」

提案を求めます。

（説 明）

（松田委員長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

他に意見はございませんか。

（松田委員長）

それでは、ただ今、提案のありました第３号議案の承認について、お

諮りいたします。第３号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

（松田委員長）

第３号議案については、提案どおり承認します。

第４号議案 教職員の懲戒処分について

（松田委員長）

それでは、第４号議案「教職員の懲戒処分について」提案を求めます。

（説 明）
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（松田委員長）

ただいま説明のありました議案について、審議を行います。質疑・意

見等のある方はお願いします。

（質疑・意見等）

（松田委員長）

他に意見はございませんか。

（松田委員長）

それでは、ただ今、提案のありました第４号議案の承認について、お

諮りいたします。第４号議案について、承認される委員は挙手をお願い

します。

（採 決）

（松田委員長）

第４号議案については、提案どおり承認します。

（松田委員長）

最後にこの際、何かありましたら、お願いします。

ないようですので、これで平成２６年度第６回教育委員会会議を閉会

します。

お疲れ様でした。



平成26年度第6回大分県教育委員会会議次第

日時 平成２６年６月１７日（火）

１３：５０～１４：５０

場所 教育委員室

１ 開 会

２ 署名委員の指名

３ 議 題

（１）議 案

第１号議案 「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いに

ついて

第２号議案 大分県立図書館利用規則の一部改正について

第３号議案 大分県立図書館協議会委員の任命について

第４号議案 教職員の懲戒処分について

（２）報 告

①平成２６年度第２回定例県議会議案に対する教育委員会の意見について

②教育委員会制度改正法の成立について

③平成２６年度夏の節電対策について

④平成２７年度教職員研修の概要及び教育センターの大規模改修について

⑤大分県人権教育推進計画の改訂について

（３）その他

４ 閉 会
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＜別紙＞

「平成２６年度全国学力・学習状況調査」結果公表の取扱いについて（案）

１ 学力調査結果公表の意義

（１）成果を上げている学校の取組を参考に、自校の取組の検証・改善を進めること。

（２）家庭や地域に対する説明責任を果たすこと。

（３）学校と家庭・地域が一体となった学力向上の取組を促進すること。

２ 学力調査結果公表の基本方針

大分県全体の結果及び分析結果・改善方策とともに、市町村教育委員会の同意を得て、市町村ご

との結果や成果を上げている学校の結果・取組を公表する。

３ 学力調査結果公表の方法

調査結果の公表は、県教育委員会ホームページ上で行う。

４ 学力調査結果公表の内容
（１）県全体の調査結果及び分析結果・改善方策等

① 教科ごとの平均正答率

② 全ての教科で全国平均正答率を超えた学校数

③ 学力調査結果の分析結果及び改善方策

④ 学習状況調査（質問紙調査）の結果及び分析結果

（２）公表に同意した市町村の平均正答率及び分析結果・改善方策等

① 市町村別平均正答率一覧

② 各教科の分析結果及び改善方策

③ 質問紙調査結果

④ 市町村学力向上アクションプランの概要

（３）公表基準を満たし、市町村・学校が公表に同意をした学校の学校名及び取組の好事例

① 基準を満たした学校名の学校規模別一覧

② 基準を満たした学校の学力向上プラン

③ 基準を満たした学校の効果のある取組事例

【公表基準】

平成２５年度、平成２６年度の両年において、調査対象の全ての教科（国語A・国語B・

算数(数学)A・算数(数学)B）で全国の平均正答率を上回った学校

※極小規模校については、従来の県調査の扱いと同様に個人情報保護の観点から学校名を公

表しない。ただし、市町村・学校が希望すれば公表に応じるものとする。

＜参考＞

規 模 学 級 数 等

小 大規模校 ３学級以上 ＊文部科学省が全国学力・学習状況調

学 中規模校 小学校第６学年の学級数 ２学級 査において、抽出校を定めたときに

校 小規模校 ２学級未満 基準とした学級数による

極小規模校 小学校第６学年の児童数 ５人未満 ＊極小規模校の児童生徒数は、従来の

中 大中規模校 ４学級以上 県調査における数と同じ

学 小規模校
中学校第３学年の学級数

４学級未満 ＊平成２６年度の極小規模校数は

校 極小規模校 中学校第３学年の生徒数 ５人未満 小学校３３校 中学校４校

［第１号議案］
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＜資料＞

【県教育委員会ホームページのイメージ】

バナーをクリック

をクリック

大分県教育委員会ホームページ

4

Ａ

平成２６年度 全国学力・学習状況調査

・全国学力・学習状況調査結果の公表の取扱いについて

・全国学力・学習状況調査【大分県】調査結果

・全国学力・学習状況調査【市町村】調査結果

・成果を上げている学校

3

・全国学力・学習状況調査結果の公表の取扱いについて

・全国学力・学習状況調査【大分県】調査結果

・全国学力・学習状況調査【市町村】調査結果

・成果を上げている学校

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

拡大

［第１号議案］
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【調査結果＜大分県の状況＞公表イメージ】

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果の公表の取扱いについて

【参 考】 （平成２６年度全国学力・学習状況調査実施要領抜粋）
１．全国学力・学習状況調査の目的

義務教育の機会均等とその水準の維持向上の観点から、全国的な児童生徒の学力や学習状況を把握・分析し、教育施策の成果と
課題を検証し、その改善を図るとともに、学校における児童生徒への教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てる。さらに、そのよ
うな取組を通じて、教育に関する継続的な検証改善サイクルを確立する。

２．全国学力・学習状況調査結果の取扱いに関する配慮事項
調査結果については、調査の目的を達成するため、自らの教育及び教育施策の改善、各児童生徒の全般的な学習状況の改善等に

つなげることが重要であることに留意し、適切に取り扱うものとする。調査結果の公表に関しては、教育委員会や学校が、保護者や地域
住民に対して説明責任を果たすことが重要である一方、調査により測定できるのは学力の特定の一部分であること、学校における教育
活動の一側面であることなどを踏まえるとともに、序列化や過度な競争が生じないようにするなど教育上の効果や影響等に十分配慮す
ることが重要である。

大分県教育委員会の方針

公表の方針
（１）平成２６年度全国学力・学習状況調査結果の公表の取扱いについては、市町村教育委員会の同意を得て、

市町村ごとの結果や成果を上げている学校の結果・取組を公表する。
（２）本県調査結果の公表の取扱いと同様に以下の３点について公表する。

① 大分県全体の調査結果とその分析結果及び改善方策
② 市町村ごとの調査結果とその分析結果及び改善方策
③ 成果をあげている学校とその取組

公表の意義
① 成果を上げている学校の取組を参考に、自校の取組の検証・改善を進めることができる。
② 家庭や地域に対する説明責任を果たすことができる。
③ 学校と家庭・地域が一体となった学力向上の取組を促進することが期待できる。

14

Ａ

学力調査結果の分析結果及び改善方策

学習状況調査の結果及び分析結果（児童・生徒、学校質問紙）

平成２６年度 全国学力・学習状況調査【大分県】調査結果（平均正答率）

大分県内の小・中学校（公立）で全国平均正答率をすべて上回った学校数

○○校 ○○校
２７６校 １２９校

小学校 中学校

小学校６年生 中学校３年生
国語 算数 国語 数学

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全国（公立）

大分県（公立）

（参考）平成２５年度 全国学力・学習状況調査【大分県】調査結果 （平均正答率）

小学校６年生 中学校３年生

国語 算数 国語 数学
Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全国（公立） 62.7 49.4 77.2 58.4 76.4 67.4 63.7 41.5

大分県（公立） 62.3 48.7 ☆78.7 57.8 76.0 66.7 62.0 39.2

Ｂ

［第１号議案］
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【調査結果＜市町村の状況＞公表イメージ】

市町村名をクリック

市町村ごとのページへ

市町村別平均正答率一覧

小学校６年生 中学校３年生
国語 算数 国語 数学

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全国（公立）

大分県（公立）
中 津 市

豊 後 高 田 市

宇 佐 市

別 府 市

杵 築 市

姫 島 村

国 東 市

日 出 町

大 分 市

臼 杵 市

津 久 見 市

由 布 市

佐 伯 市

竹 田 市

豊 後 大 野 市

日 田 市

九 重 町

玖 珠 町

※ 市町村名をクリックすると市町村のアクションプランの概要等がご覧になれます。

平成２６年度 全国学力・学習状況調査【市町村】調査結果Ｃ

各教科の分析結果及び改善方策

質問紙調査結果

（１）目標
・

（２）行動計画
・

・

２．中津市の学力向上アクションプランの概要

１．中津市の学力の状況
小学校６年生 中学校３年生

国語 算数 国語 数学

Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ Ａ Ｂ

全国（公立）

大分県（公立）

中 津 市

（平均正答率）Ｃ

県教育委員会が
市町村アクションプランをもとに作成
＊市町村のHPに移動することも可

市町村教育委員会が
作成した資料に移動

［第１号議案］
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【学校公表イメージ】

「公表基準を満たした学校一覧」をクリック

学校名をクリック

12

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果
公表基準を満たした学校一覧

大規模校 中規模校 小規模校

小学校

・○○市立A小学校
・
・
・
・
・

・○○市立B小学校
・
・
・
・
・

・○○市立C小学校
・
・
・
・
・

大中規模校 小規模校

中学校

・○○市立A中学校
・
・
・
・
・
・

・○○市立B中学校
・
・
・
・
・
・

学校名をクリックすると取組を紹介しています。

Ｄ

極小規模校を
含む

平成２５年度、２６年度の両年において、
調査対象の全ての教科で全国の平均正答率を上回った学校

＜調査教科＞ 国語A・国語B・算数（数学）A・算数（数学）B

9

公表の基準

大規模校 （小学校第６学年の学級数：３学級以上 ）

中規模校 （小学校第６学年の学級数 ： ２学級）

小規模校 （小学校第６学年の学級数：２学級未満）

極小規模校 （小学校第６学年の児童数：５人未満）

学校規模

公表基準を満たした学校一覧

小学校

平成２６年度 全国学力・学習状況調査結果

成果を上げた学校

大中規模校 （中学校第３学年の学級数 ：４学級以上）

小規模校 （中学校第３学年の学級数 ：４学級未満）

あ
極小規模校 （中学校第３学年の生徒数 ：５人未満）

中学校

極小規模校については、個人情報保護の観点から公表をしていません。
ただし、市町村・学校の希望があった場合は、公表しています。

Ｄ

［第１号議案］
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各学校のページへ

①
②
③

① ○○○○○○○○

②

（１）○○市立A小学校 学力向上プランの概要

（２）効果のある取組

13

クリックすると
好事例の詳しい資料
様式は定めない
学校のHPに移動することも可

Ｄ

各学校が作成
学校のHPに移動することも可

［第１号議案］
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第
二
号
議
案

大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
改
正
に
つ
い
て

大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
六
年
六
月
十
七
日
提
出

大
分
県
教
育
委
員
会
教
育
長

野

中

信

孝

大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
（
平
成
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に

改
正
す
る
。

第
十
五
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
利
用
期
間
内
に
申
出
を
行
う
こ
と
に
よ

り
、
当
該
申
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
限
度
と
し
て
、
一
回
に
限
り
、
利
用
期
間
の
延
長

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
料
に
つ
い
て
他
の
利
用
者
の
予
約
が

あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
七
条
第
三
項
中
「
第
十
五
条
」
を
「
第
十
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
六
年
八
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

提
案
理
由

県
立
図
書
館
の
利
用
者
か
ら
寄
せ
ら
れ
た
図
書
等
の
貸
出
し
に
係
る
利
用
期
間
の
延
長
の
要
望
を
踏

ま
え
、
利
用
者
の
利
便
性
の
向
上
を
図
る
た
め
、
利
用
期
間
の
延
長
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
い
の
で

提
案
す
る
。

［第２号議案］
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大
分
県
立
図
書
館
利
用
規
則
（
平
成
七
年
大
分
県
教
育
委
員
会
規
則
第
二
号
）
新
旧
対
照
表

新

旧

第
一
条

～

第
十
三
条

（
略
）

第
一
条

～

第
十
三
条

（
略
）

（
資
料
の
貸
出
し)

（
資
料
の
貸
出
し)

第
十
四
条

利
用
者
は
、
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
貸
出

第
十
四
条

利
用
者
は
、
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
貸
出

し
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
料
に
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け

し
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
料
に
、
前
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
を
受
け

た
資
料
利
用
券
を
添
え
て
職
員
に
提
出
し
て
、
貸
出
し
を
受
け
な
け
れ
ば
な

た
資
料
利
用
券
を
添
え
て
職
員
に
提
出
し
て
、
貸
出
し
を
受
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

ら
な
い
。

（
利
用
冊
数
及
び
期
間)

(

利
用
冊
数
及
び
期
間)

第
十
五
条

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
が
同
時
に
利
用
す
る
こ
と
の
で

第
十
五
条

前
条
の
場
合
に
お
い
て
、
利
用
者
が
同
時
に
利
用
す
る
こ
と
の
で

き
る
資
料
は
十
冊
以
内
と
し
、
利
用
期
間
は
借
り
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

き
る
資
料
は
十
冊
以
内
と
し
、
利
用
期
間
は
借
り
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て

十
五
日
以
内
と
す
る
。

十
五
日
以
内
と
す
る
。

２

前
条
の
規
定
に
よ
り
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
た
者
は
、
そ
の
利
用
期
間
内

（
新
設
）

に
申
出
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
当
該
申
出
の
あ
っ
た
日
か
ら
起
算
し
て
十
五

日
を
限
度
と
し
て
、
一
回
に
限
り
、
利
用
期
間
の
延
長
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。
た
だ
し
、
延
長
を
受
け
よ
う
と
す
る
資
料
に
つ
い
て
他
の
利
用
者
の

予
約
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

第
十
五
条
の
二

（
略
）

第
十
五
条
の
二

（
略
）

（
貸
出
し
の
制
限)

(

貸
出
し
の
制
限)

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
資
料
は
、
貸
出
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

第
十
六
条

次
に
掲
げ
る
資
料
は
、
貸
出
し
を
し
な
い
も
の
と
す
る
。

一

貴
重
資
料
、
郷
土
資
料
、
参
考
資
料
、
逐
次
刊
行
物
及
び
視
聴
覚
資
料

一

貴
重
資
料
、
郷
土
資
料
、
参
考
資
料
、
逐
次
刊
行
物
及
び
視
聴
覚
資
料

二

そ
の
他
館
長
が
特
に
指
定
す
る
資
料

二

そ
の
他
館
長
が
特
に
指
定
す
る
資
料

（
特
別
貸
出
し
）

（
特
別
貸
出
し
）

第
十
七
条

前
条
に
掲
げ
る
資
料
の
う
ち
、
館
長
が
特
に
貸
出
し
を
認
め
た
も

第
十
七
条

前
条
に
掲
げ
る
資
料
の
う
ち
、
館
長
が
特
に
貸
出
し
を
認
め
た
も

の
は
、
貸
出
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
は
、
貸
出
し
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

利
用
者
は
、
前
条
に
掲
げ
る
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

２

利
用
者
は
、
前
条
に
掲
げ
る
資
料
の
貸
出
し
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き

は
、
資
料
特
別
貸
出
申
込
書
を
館
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば

は
、
資
料
特
別
貸
出
申
込
書
を
館
長
に
提
出
し
、
そ
の
許
可
を
得
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

な
ら
な
い
。

３

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
は
、
特
別
貸
出
し
に
つ
い
て
準

３

第
十
四
条
及
び
第
十
五
条

の
規
定
は
、
特
別
貸
出
し
に
つ
い
て
準

用
す
る
。

用
す
る
。

第
一
八
条

～

第
三
十
条

（
略
）

第
一
八
条

～

第
三
十
条

（
略
）

［第２号議案］
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 利用期間の延長について  
 

資料の利用期間内に延長を申し出れば、申し出た日から起算して１５日を限度として、１回に限り、利用期

間の延長を受けることができる。 

・延長手続き：口頭、電話、県立図書館ホームページ、館内利用者用端末 
・延長の制限：予約のある本及び特別貸出しの本は、延長不可 
・対   象：個人貸出し利用者 

 

【現状】 

 

○1 来館貸出し（来館返却）             ○2 来館貸出し（市町村図書館経由返却）  

 

 

 

 

 
 

        

 

 

 

 

【変更後】 

 

□1 来館貸出し（来館返却） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□2 来館貸出し（市町村図書館経由返却） 

＜県立図書館で来館貸出をして市町村立図書館で返却する場合＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

6/1（日） 

貸出 

6/15（日） 

返却期限 

6/29（日） 

返却期限 

6/1（日） 

貸出 

6/15（日） 

返却期限 

6/1（日） 

貸出 

6/15（日）

返却期限

（15 日間） 

6/29（日） 

返却期限 

6/1（日）

貸出

6/15（日）

返却期限

（15 日間） 

（15 日間） （15 日間） 
延長手続き 

（15 日間） （15 日間） 延長手続き 

［第２号議案］
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［資料＿報告①］



教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任の明確化、迅速

な危機管理体制の構築、首長との連携の強化を図るとともに、地方に対する国の関与の見直しを図

るため、地方教育行政制度の改革を行う。

１．教育行政の責任の明確化

○ 教育委員長と教育長を一本化した新たな責任者（新教育長）を置く。（13条関係）

○ 教育長は、首長が議会同意を得て、直接任命・罷免を行う。（4条、7条関係）

○ 教育長は、教育委員会の会務を総理し、教育委員会を代表する。（13条関係）

○ 教育長の任期は、３年とする（委員は４年）。（5条関係）

○ 教育委員から教育長に対し教育委員会会議の招集を求めることができる。（14条関係）

また、教育長は、委任された事務の執行状況を教育委員会に報告する。（25条関係）

２．総合教育会議の設置、大綱の策定

○ 首長は、総合教育会議を設ける。会議は、首長が招集し、首長、教育委員会により

構成される。（1条の4関係）

○ 首長は、総合教育会議において、教育委員会と協議し、教育基本法第17条に規定す

る基本的な方針を参酌して、教育の振興に関する施策の大綱を策定する。（1条の3関係）

○ 会議では、大綱の策定、教育条件の整備等重点的に講ずべき施策、緊急の場合に講

ずべき措置について協議・調整を行う。調整された事項については、構成員は調整

の結果を尊重しなければならない。（1条の4関係）

３．国の地方公共団体への関与の見直し

○ いじめによる自殺の防止等、児童生徒等の生命又は身体への被害の拡大又は発生を

防止する緊急の必要がある場合に、文部科学大臣が教育委員会に対して指示ができ

ることを明確化するため、第50条（是正の指示）を見直す。（50条関係）

４．その他

○ 総合教育会議及び教育委員会の会議の議事録を作成し、公表するよう、努めなけれ

ばならない。（1条の4⑦、14条⑨関係）

○現在の教育長は、委員としての任期満了まで従前の例により在職する。（附則2条関係）

※政治的中立性、継続性・安定性を確保するため、教育委員会を引き続き執行機関と

し、職務権限は従来どおりとする。

平成27年4月1日

概 要

施 行 期 日

趣 旨

地方教育行政の組織及び運営に関する法律の
一部を改正する法律案の概要

［資料＿報告②］

-1-



（別紙）

平成２６年夏の節電対策＜県庁の取組＞

Ⅰ　県庁舎（本館・新館・別館）の取組

１　取組の概要

（１）　期　間 　　　　７月１日（火）～９月３０日（火）　　※必要に応じて延長

（２）　取　組 　　　　総量抑制対策及びピークカット対策（平日平均）両面で節電に取り組んでいく。

２　具体的な取組

　　　　（１）空調
・運転時間を７時間１５分に
  ただし、室温の状況をみて適宜対応
    （運転時間）９：００～１２：００　１２：４５～１７：００　（７時間１５分）
・冷房運転方法の見直し
・扇風機の使用
・うちわなどの活用

　　　　（２）照明
・廊下など共通部分の消灯
・執務室内の部分消灯（晴天時の窓際消灯）
・昼休みの一斉消灯

　　　　（３）エレベータ
・停止台数
　各館常時１基停止（計３基停止）
・職員は階段利用

　　　　（４）ＯＡ機器
・モニターの輝度調整（△２０％）とスリープモード（モニター１分　本体５分）の徹底

　　　　（５）執務室内電気機器
・冷蔵庫の限定使用（各階１～２台）
・電気ポット・コーヒーメーカー等の使用休止
・待機電力のカット（主電源のオフ）

　　　　（６）超勤の縮減
・定時退庁の励行
・事務事業の見直し

　　　　（７）その他
・緑のカーテンと打ち水

　　　　※ ①職員の負担軽減のための配慮
　・具合の悪くなった職員への応急処置のための休養場所の確保等

　　　　　　 ②取組については発電状況等により見直しがありうる。

Ⅱ　地方庁舎の取組

　　　・県庁舎と同様の取組を実施する。

・「めじろんシャツ」「車いすマラソンのロゴ入りシャツ」「おんせん県おおいたポロシャ
ツ」「めじろん＆おんせん県おおいたポロシャツ」など、施策に関連した簡易な服装
（クールビズ）での勤務

　　　・病院その他の県民の利用に供する分野、工業用水等の事業に関係する分野は、当該業務に
　　　 支障のない範囲で節電対策を推進する。

［資料＿報告③］
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教育センター機能強化事業の進捗状況について
教育センター

１ 施設の状況
・開所：昭和４５年７月
・建物：本館・宿泊棟（昭和45年7月完成）

情報教育棟（昭和47年9月完成）
情報教育棟別館（平成3年3月完成）

２ 事業目的
学力向上、いじめ・不登校等多様化・複雑化する教育課題に対応するため、教育

センターを、改めて「教育課題解決を担う人材育成の中核施設」として位置づけ、
研修体系を見直し、効果的な研修が行えるよう老朽化した施設を改修し、研修室等
の整備を行う。

３ 研修体系の見直しと環境整備

教職員研修体系の見直し

① 学力向上等学校目標の達 ② 教職員研修の充実 ③ 多様化する教育課題への

成に向けた取組の推進 対応

・全ての研修にマネジメ ・大量採用による若年期 ・ワークショップ等を取

ント要素を導入 研修の充実 り入れた研修の充実（英

初任者研修の見直し 語、理科など）

（ステップアップ研修の新設） ・いじめや不登校等にき

採用前研修の新設 め細かく対応できる相

臨時講師研修の充実 談体制の充実

・管理職試験の資格化の
対応

管理職候補者研修の
新設

研修環境の整備（大規模改修）

上記研修体系の見直しに基づき、老朽化し非効率的となった施設について効果的な研修

が行えるよう大規模改修を行う。

（１）研修室の整備

ワークショップ形式、グループ討議、ロールプレイングを取り入れた多様な研修に

対応できるように、４０～９０人収容の中規模研修室を充実

（２）実験・実習室の整備

実験・観察に基づく科学的思考力の育成を指導するため、統合した実験・実習室を

充実

（３）教育相談室の整備

喫緊の教育課題（特別支援、いじめ及び不登校等の教育相談）等に柔軟に対応でき

る施設整備を充実
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４ 整備内容
（１）研修室の整備

室名 面積 ㎡ 収容人数 室数 室名 面積 ㎡ 収容人数 室数
講堂 ２４５ １９５ １ 講堂 ３８５ ２５２ １

１４０ ９０ ２ １４４ ９９ １
９３ ４５ １ １４０ ９０ ３

研修室 ６０ ３６ ２ 研修室 ９６ ６３ １
４３ ３０ ２ ９０ ６０ １
２９ １５ １ ７５ ４８ １
１４ ６ １ ８０ ４５ ２

全１０室 ８６７㎡ ５７３人 全１０室 １，３７０㎡ ８８２人

（２）実験・実習室の整備
室名 面積 ㎡ 収容人数 室数 室名 面積 ㎡ 収容人数 室数

物理地学室 ９３ ３２ １ 総合理科実 ９３ ４８ ２
化学室 ９３ ３２ １ 験室 ９３ ４０ １
生物室 ９３ ３２ １
音楽室 ４３ ３０ １ 音楽室 ４５ ３０ １

調理研修室 ９３ １６ １ 家庭科室 １４４ ３２ １
被服研修室 ７６ １６ １
全６室 ４９１㎡ １５８人 全５室 ４６８㎡ １９８人

（３）教育相談室の整備
室名 面積 ㎡ 室数 室名 面積 ㎡ 室数

適応指導教室 ６０ １ 適応指導教室 ９３ １
プレイルーム ３０ １ プレイルーム ９３ １

相談室 ３０ ２ 相談室 ３０ ５
１４ ４

全８室 ２０６㎡ 全７室 ３３６㎡

（１）＋（２）＋（３） １，５６４㎡ → ２，１７４㎡

５ 予算概要
(単位：千円)

内 容 H25実績 H26当初 計
改修工事費（本館・情報教育棟） 107,060 861,343 968,403
宿泊棟及び機械棟解体・外構工事費 0 166,205 166,405

地質調査 1,610 0 1,610
委託料 基本設計・実施設計 37,800 2,123 39,923

その他（移転費用等） 1,260 11,246 12,506
手数料（確認・検査申請） 1,191 308 1,499
事務費 451 938 1,389
庁舎用備品 0 24,843 24,843

合 計 149,372 1,067,006 1,216,378

６ 工事スケジュール

Ｈ２６年１月 ４月 ７月 １０月 １月 ４月

本館工事 5/26着工

情報教育棟工事

宿泊棟解体

5/27使用開始

12/2 使用開始

12/2 解体開始
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【改修前】各階平面図
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【改修後】各階平面図
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完成予想図

建物配置図
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大分県人権教育推進計画改訂について 

大分県人権教育推進計画改訂検討委員会の設置 

目的：いじめ･デートＤＶ･インターネットを介しての人権侵害、大分県人権尊

重施策基本方針の改訂など人権を取り巻く状況が変化する中で、本県に

おける人権教育の現状と課題を踏まえ、新しい時代に対応した人権教育

推進計画の改訂について検討するため、大分県人権教育推進計画改訂検

討委員会を設置する。 

 

○７月上旬に第１回を開催 

 大分県人権教育の現状と課題 → 推進計画素案作成にむけての意見 

事務局との委員協議を随時実施 

○９月上旬に第２回を開催 

  「大分県人権教育推進計画」素案を決定 

パブリックコメント・事務局との委員協議を随時実施 

○１月中旬に第３回を開催 

「大分県人権教育推進計画改訂案」を決定

予想される改訂点（例） 

① 人権教育の現状について 

・「いじめ」「体罰」「デートＤＶ」「インターネットの書き込み」等を追加

・学校教育における「体験的な学習サイクル」を強調 

② 平成２５年度県民意識調査の結果や「大分県人権尊重施策基本方針」の

改訂に伴う変更  

③ 人権教育の指導方法等の在り方〔第三次とりまとめ〕（文部科学省）の内

容と活用について 

④ 個別的課題への新たな対応（デートＤＶ・インターネット等） 

大分県人権教育推進計画改訂の理由 

①策定から９年の経過に伴う人権教育の現状の変化 

②人権に関する県民意識調査の実施（H25 年度）・「大分県人権尊重施策基本方針」改訂の反映 

③人権教育の指導方法等の在り方〔第三次とりまとめ〕（文部科学省）の公表 

④社会状況の変化に伴う個別人権課題への新たな対応 
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平成２６年６月１７日（火） 

６月第２回教育委員会 報告 

 

大分県人権教育推進計画改訂検討委員会の組織 
 

 区 分 所 属 職名・氏名 

１ 市町村教育長 大分市教育委員会 教育長  足立 一馬 

２ 学識経験者 稲葉学園竹田南高等学校 校 長  土﨑 谷夫 

３ 小・中学校関係者 臼杵市立野津小学校 校 長  木元 孝功 

４ 高等学校関係者 大分県立日田三隈高等学校 校 長  山形 正也 

５ 
特別支援学校 

関係者 
大分県立別府支援学校 校 長  安東 和子 

６ 
教育研究団体 

関係者 
（公社）大分県人権教育研究協議会 就学前教育担当 橋本 純子 

７ 社会教育関係者 日出町教育委員会 社会教育指導員 恵美 牧子 

８ 
人権擁護推進 

関係者 
大分県人権擁護委員連合会 事務委員長 赤川 治之 
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大分県人権教育推進計画改訂検討委員会 開催要項 

 
１．目  的   いじめ･デートＤＶ･インターネットを介しての人権侵害、大分県人権

尊重施策基本方針の改訂など人権を取り巻く状況が変化する中で、本県

における人権教育の現状と課題を踏まえ、新しい時代に対応した人権教

育推進計画の改訂について検討する。 
 
２．検討項目  ①人権教育の現状と人権教育の在り方に関する事項 

②学校教育・社会教育や個別人権課題に対する人権教育推進の方策に関

する事項 
③人権教育推進体制充実のための方策に関する事項 

 
３．主  催  大分県教育委員会 

 
４．期  日  第１回検討委員会  平成２６年７月上旬 
 
５．会議開催日程及び内容 

日  程 内   容 

第１回 
平成２６年７月上旬 

【検討委員会の立ち上げ】 
１ 会議の趣旨説明 

（１）大分県人権教育推進計画改訂検討委員会の

設置目的及び職務等 
（２）大分県人権教育推進計画（平成１８年２月

策定）の実施状況 
（３）本県の人権教育の現状と課題 
（４）大分県人権教育推進計画改訂の骨子 

 
２ 協議 

○ 本県の人権教育の現状分析 
○ 現状の人権教育に対する方向性 

 
第２回 

平成２６年９月上旬 
大分県人権教育推進計画改訂案素案について検討 

第３回 
平成２７年１月中旬 

大分県人権教育推進計画改訂（案）検討 
        ↓ 
大分県人権教育推進計画改訂（案）決定 

 

［資料＿報告⑤］
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